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第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中「

第
1
2条
関
係
」

を「
第
1
5条
関
係
」

に
改
め
、
同
様
式
~
１
ト
中「

第
1
3条
第
１
項
」

を「
第

1
6条
第
１
項
」

に
改
め
、
同
様
式
~
１
チ
中「

第
1
3条
第
２
項
」

を「
第
1
6条
第
２
項
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
二

号
様
式
と
す
る
。

第
五
号
様
式
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中「

第
2
6条
関
係
」

を「
第
2
5条
関
係
」

に
、

「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
第
2
6条
第
１
項
」

を「
学
校

保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
１
項
」

に
、

「
基
き
」

を「
基
づ
き
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中「

第
2
6条
関
係
」

を「
第
2
5条
関
係
」

に
、

「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
第
2
6条
第
２
項
」

を「
学
校

保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
２
項
」

に
、

「
基
き
」

を「
基
づ
き
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中「

第
2
6条
関
係
」

を「
第
2
5条
関
係
」

に
、

「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
第
2
6条
第
３
項
」

を「
学
校

保
健
安
全
法
施
行
規
則
第
2
5条
第
３
項
」

に
、

「
基
き
」

を「
基
づ
き
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中「

第
2
8条
関
係
」

を「
第
2
7条
関
係
」

に
、

「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
第
2
8条
」

を「
学
校
保
健
安

全
法
施
行
規
則
第
2
7条
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中「

第
2
8条
関
係
」

を「
第
2
7条
関
係
」

に
、

「
学
校
保
健
法
施
行
規
則
第
2
8条
」

を「
学
校
保
健
安

全
法
施
行
規
則
第
2
7条
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

（
学
校
給
食
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
給
食
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
号
ハ
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
七
条
」
に
、「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

（
学
校
保
健
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

学
校
保
健
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
文
部
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
学
校
保
健
法
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
」
に
、「
第
八
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
学
校
保
健
法
」
を
「
学
校
保
健
安
全
法
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
六
項
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

（
へb

きb

地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

へb

きb

地
教
育
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
三
項
中
「
第
五
条
の
二
に
」
を
「
第
六
条
に
」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費
の
国

庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
第
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
教
職
員
の
給
与
及
び
報
酬
等
に
要
す
る
経
費

の
国
庫
負
担
額
の
最
高
限
度
を
定
め
る
政
令
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

（
免
許
状
更
新
講
習
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
二
号

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等

に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十

一
年
文
部
科
学
省
令
第
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等

に
関
す
る
規
則（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）

第
六
条
第
九
項
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
二
条
の
十

一
第
八
項
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
七
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
放
射
線
管

理
記
録
の
引
渡
し
機
関
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

塩
谷

立

放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
放
射
線
管
理
記
録
の

引
渡
し
機
関
に
関
す
る
省
令

（
業
務
）

第
一
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
五
項
、
核
燃
料
物
質

の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
第
五
項
及
び

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
五
項
の

指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
記
録
保
存
機
関
」
と

い
う
。）は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ニ

か
ら
ヘ
ま
で
の
記
録
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関

す
る
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
か

ら
ヘ
ま
で
の
記
録
及
び
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す

る
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で

の
記
録
（
以
下
こ
れ
ら
を
単
に
「
記
録
」
と
い
う
。）

の
引
渡
し
を
受
け
、
保
存
を
行
う
こ
と
。

二

指
定
記
録
保
存
機
関
に
記
録
を
引
き
渡
し
た
者
、

当
該
記
録
の
本
人
又
は
そ
の
者
を
雇
用
し
よ
う
と
す

る
者
の
う
ち
記
録
の
照
会
に
つ
い
て
本
人
の
同
意
を

得
た
も
の
か
ら
の
記
録
の
照
会
に
対
す
る
回
答
を
行

う
こ
と
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
一
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三

十
四
条
、
第
五
十
六
条
の
二
及
び
第
五
十
七
条
の
八
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉

等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

塩
谷

立

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第

八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
機
関
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、別
に
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
十
六
条
の
五
中
「
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
」

を
「
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
」
に
改
め
、「
廃
棄
」
の

下
に
「
及
び
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
管
理

記
録
の
同
条
第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
機

関
へ
の
引
渡
し
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
十
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
管
理
記
録

の
同
条
第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
機

関
へ
の
引
渡
し
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
。

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
機
関
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、別
に
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
六
条
中
「
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
」を「
、
核

燃
料
物
質
に
よ
つ
て
」
に
改
め
、「
廃
棄
」
の
下
に
「
及

び
第
二
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
管
理
記

録
の
同
条
第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
機
関

へ
の
引
渡
し
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
七
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
二
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
線
管

理
記
録
の
同
条
第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
指
定

す
る
機
関
へ
の
引
渡
し
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
。

（
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四

十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
五
項
の
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
機
関
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、別
に
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™›


		2009-03-31T00:11:56+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2009-03-31T00:22:35+0900
	e-timing EVIDENCE 3161
	AMANO Time Stamp Service




